
福島市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和６年 ３ 月 29 日 

         福島市長   木 幡   浩  

福島市条例第 ７ 号  

 

   福島市立学校条例の一部を改正する条例 

 

 福島市立学校条例（昭和39年条例第48号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１福島市立松川小学校の項、福島市立金谷川小学校の項、福島市立下川崎小学校の項及び福島市立松陵中学校の項を削り、

同表福島市立飯野中学校の項の次に次のように加える。 

福島市立松陵義務教育学校 福島市松川町字南諏訪原31番地の１ 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


